
資料１ 

 

杉並区における男女共同参画に関する区民啓発事業 

 

資料概要 

 本資料は、杉並区における男女共同参画に関する区民啓発事業について、概要と令和７年度の実

施予定内容をまとめたものです。区民・地域に対する男女共同参画の啓発や性的少数者に対する

理解の促進、女性に対する暴力を未然に防ぐ意識啓発、情報提供及び相談事業について、紹介し

ています。 
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◆区民・地域に対する男女共同参画の啓発 

 

・男女平等推進センターの運営 

概 要 

○男女共同参画社会の実現を目指す活動を進めるため、男女平等推進センターを設置し、情報の収集・

発信、啓発・学習活動、相談事業等を行っています。 

 

①情報・資料コーナー 

男女共同参画に関する図書（約 3,500冊）、行政資料などを自由に閲覧できます。 

②交流コーナー 

団体や個人の方が交流し、情報の交換ができる場です。どなたでも利用することができます。 

③企画調査室 

男女平等推進センター登録団体は、会議や学習会、打ち合わせなどに利用できます。 

④集会室２ 

講座、学習会、会議などに利用できます。 

⑤乳幼児室 

ベビーベッド・子ども用トイレが設置されています。乳幼児連れの方は自由に利用できます。 

  

 

 

 

男女平等推進センター利用状況の推移 

※R6年度は、2月末時点の人数。 

 

令和７年度の事業実施予定 

○男女平等推進センターの認知度向上を図るため、ポスターを新規作成し、区内各所へ掲示する予定で

す。 

 

 

 

 

 

 R4年度 R5年度 R6年度※ 

情報・資料・交流 

コーナー利用者数 
2,637人 2,631人 2,237人 

【
【集会室２】 

【
【情報・資料コーナー】 

【
【交流コーナー】 
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・男女平等推進センター啓発講座 

概 要 

○杉並区内で主に活動している地域団体や NPO法人などに男女平等推進センター啓発講座の企画運営を

委託し、活動の場・機会を提供するとともに、男女共同参画や多様性、ワーク・ライフ・バランスな

ど、多様なテーマで講座を実施しています。令和６年度は、延べ 333名の参加がありました。 

 

開催状況（令和６年度） 

 

 

令和７年度の事業実施予定 

○例年と同様、企画運営団体を募集し、委託により講座を開催します。なお、男女平等推進センターの

活性化を図るため、啓発講座の会場は原則として男女平等推進センターとします。 
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・男女平等推進センター情報誌「ゆう Can」の発行 

概 要 

○男女共同参画社会実現に向けた意識作りに役立つ情報を発信するために、ジェンダー平等に関するさ

まざまな記事を掲載した情報誌「ゆう Can」を定期的に発行（3,500部）しています。 

 

発行状況 

年度 発行 号数 主な内容 

５ 

10月 69号 

・メディア・リテラシーとジェンダー（武蔵大学名誉教授国広陽子氏） 

・SDGsの目標５「ジェンダー平等」とジェンダー・ギャップ指数 

・杉並区立男女平等推進センター情報・資料コーナーの整備と有効活用

について 

・男女平等推進センター啓発講座の紹介 

３月 70号 

・女性/ジェンダーの視点で考える被災と防災・復興(減災と男女共同参

画研修推進センター共同代表／早稲田大学地域社会と危機管理研究所

招聘研究員 浅野幸子) 

・性的マイノリティ当事者の困りごとについて考えてみよう 

・性的マイノリティ理解促進講座の開催 

・考えてみようその表現⑤ 

・杉並区立男女平等推進センター情報・資料コーナーの整備と有効活用

について 

６ 

10月 71号 

・女子の理系への進路選択を応援しよう（日本体育大学児童スポーツ教

育学科教授 稲田結美） 

・仕事と健康の両立（令和６年版男女共同参画白書より） 

・令和６年度男女平等推進センター啓発講座の紹介 

３月 72号 

・男女共同参画に関する意識と生活実態調査結果 

・男女平等推進センター相談受付時間の変更 

・第１回「ジェンダー平等に関する審議会」を開催しました 

 

主な配布先 

○区役所、男女平等推進センター、区民事務所、図書館等の区立施設 

○区内小中学校、高校、大学・短大 

○都内男女平等推進センター等 

区公式ホームページへの掲載に加え、区公式 LINEでも配信を開始しました。 

 

令和７年度の事業実施予定 

○例年と同様に、年２回の発行を予定しています。 

  

ゆう Can 

掲載先↓ 
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・男女共同参画週間パネル展示 

概 要 

○男女共同参画週間（男女共同参画社会基本法の公布・施行日を踏まえ、毎年６月 23日から 29日まで

の１週間を国が「男女共同参画週間」と定めたもの）にあわせ、区役所１階ロビーにおいて男女共同

参画に関する展示を行っています。 

 

【主な展示内容】 

・ワーク・ライフ・バランスの推進  ・男女平等推進センター施設紹介 

・男女平等推進センター図書の紹介  ・男女平等推進センターリサイクル図書の配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報すぎなみへの掲載 

○男女共同参画週間では、広報すぎなみを通してパネル展示の実施及び男女平等推進センターや相談窓

口等について周知を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の事業実施予定 

○例年と同様に、男女共同参画週間で区役所１階ロビーでのパネル展示を予定しています。 

 

  

【
（パネル展示の様子） 

【 
（リサイクル図書の配布） 

【男女共同参画週間】 

（広報すぎなみ 6月 15日号７面） 

広報すぎなみ 

6月 15日号↓ 
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・地域団体への男女共同参画の意識づくり 

概要 

○性別により役割が固定化されることなく地域活動が展開されるよう、地域団体等に対し、すぎなみ協

働プラザとの連携による講座や情報発信等を通して、意識啓発を図っています。 

 

開催状況（地域団体への男女共同参画） 

年度 開催日 内容 講師 参加者 

R4 
3 月 11日(土) 

3 月 25日(土) 

ジェンダーってなんだろう？～地域で

誰もがいきいき活躍するために～ 

国広陽子 

（武蔵大学名誉教授） 
延 43 名 

R5 10月 7日(土) 
対話を通して考えるアンコンシャス・

バイアスってなんだろう？ 

川上和宏 

（コミュニティカフェ「大

人の秘密基地アルコイリ

ス」経営/東京学芸大学教育

学博士・満退） 

25 名 

R6 9 月 23日(月・祝) 
楽しく地域活動するためのヒント～こ

れってハラスメント 

植松侑子 

（上級ハラスメント対策ア

ドバイザー） 

22 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の事業実施予定 

○例年と同様に、講座の開催を予定しています。 

  

【
（講義の様子） 

【（
（ワークショップの様子） 
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◆性的少数者に対する理解の促進 

 

・性的マイノリティ理解促進講座 

概要 

○性的少数者に対する差別や偏見が解消され、多様な性について区民の正しい認識と理解が促進される

よう、講座を開催しています。 

 

開催状況 

年度 開催日 内容 講師 参加者 

R3 2 月 5 日（土） 
「違い」を持つ人々との素敵な日々に向け

て 

ロバートキャンベル 

（日本文学研究者・早稲田大

学特命教授） 

68 名 

R5 1 月 14日(日) 
思いやりだけでは解決しない性的マイノ

リティの今とこれから 

神谷悠一 

（LGBT法連合会事務局長） 
41 名 

R6 1 月 11日(土) 
男らしく、女らしくよりも自分らしく生き

る 

清水展人 

（一般社団法人日本 LGBT 協

会代表理事） 

19 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の事業実施予定 

○例年と同様に、講座の開催を予定しています。 

  

【
（講座の様子） 
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・啓発物の配布 

概要 

○性の多様性に関する啓発物として、「レインボーガイドブック」（冊子 10 ページ）、「多様な性ってな

んだろう」（三つ折りリーフレット）を作成し、区立施設等へ配布しています。「レインボーガイドブ

ック」には性の多様性に関する基礎知識や直面する困りごと、相談窓口、杉並区パートナーシップ制

度等について紹介しています。「多様な性ってなんだろう」は性の多様性に関する基礎知識、相談窓口

等について内容をまとめたものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な配布・配架先 

○区役所、男女平等推進センター、区民事務所、区立図書館等の各区立施設 

 

令和７年度の事業実施予定 

○「レインボーガイドブック」、「多様な性ってなんだろう？」は改訂し、区立施設等へ配布することを

予定しております。 

 

・パートナーシップ制度 

概要 

○令和５年４月 24日から、「杉並区パートナーシップ制度」（以下「制度」という。）を実施しています。

（制度の詳細は別紙「杉並区パートナーシップ制度概要」参照） 

 

令和７年度の事業実施予定 

○より利用しやすい制度となるよう、制度の改善に向けた見直し・検討を行います。 

  

レインボーガイ

ドブック↓ 
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◆女性に対する暴力を未然に防ぐ意識啓発、情報提供 

 

・DV防止啓発カード等の配布 

概要 

○DV 被害を潜在化させないよう DV 防止啓発カードやポスターを作成し、意識啓発を図るとともに、相

談窓口の周知を行っています。カードは区役所の女性トイレ等に常設し、区立施設や区内医療機関、

母と子の保健バッグ（妊婦対象）への封入などにより配布しています。 

○交際相手からの暴力であるデート DVの防止啓発のため、デート DVのチェックリスト等を載せた啓発

カードを作成しています。啓発カードは、区立施設、区内高校、大学等の施設や、「二十歳のつどい」

でも配布しています。 
   
【DV防止啓発カード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【デート DV防止啓発カード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の事業実施予定 

○例年同様、区立施設や医療機関等へ DV 防止啓発カードなどの啓発物の配布やポスター掲示を行いま

す。 
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・デートDV防止出前講座 

概要 

○交際相手など親密な関係にある相手からの暴力であるデート DV の防止について若年層に対する意識

啓発を進めるため、区立中学や区内都立高校へ出張し、デート DV出前講座を実施しています。 

○また、講座実施にあわせ、学生用のデート DV防止啓発カードもあわせて配布しています。 

 

実施状況 

 

 

【デート DV防止啓発カード（学生用）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の事業実施予定 

○例年と同様に、出前講座の開催を予定しています。令和６年度までは、区立中学校、都立高校を対象

として講座実施校を募集していましたが、令和７年度は募集校の対象に私立校を加えることを予定し

ています。 

  

年度 実施日 対象 参加者 講師 

R5 

7月 14日 都立高校１年生 306名 

NPO法人 CAPユニ

ット 

7月 18日 都立高校１年生 137名 

3月 5日 区立中学校３年生 86名 

3月 12日 区立中学校３年生 75名 

R6 

7月 16日 都立高校１年生 143名 

10月 31日 区立中学校３年生 85名 

3月 4日 区立中学校３年生 73名 
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・女性に対する暴力をなくす運動パネル展 

概要 

○女性に対するあらゆる暴力をなくし、女性の人権を尊重するための意識啓発を図るため、毎年 11 月

12日から 11月 25日までの「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあわせ、パネル展示を行ってい

ます。 

 

【主な展示内容】 

・ドメスティック・バイオレンス（DV）の説明  ・DV等相談機関の紹介 

・性暴力の説明                ・パープルリボンツリーの飾りつけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の事業実施予定 

○例年と同様に、「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあわせパネル展示を予定しています。 

  

【
（展示の様子） 

 

 
（カード等による相談機関紹介） 
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・女性のための犯罪被害防止講座 

概要 

○女性をターゲットとした犯罪による被害を防ぐため、自らの心身を守るためにできることを学ぶ講座

を開催しています。 

 

開催状況 

年度 開催日 内容 講師 参加者 

R4 2 月 4 日(土) 女性のための犯罪被害防止講座 

森山奈央美 

（東京都生活文化スポーツ

局治安対策課派遣講師） 

14 名 

R5 2 月 10日(土) 女性のための防犯セミナー セコム株式会社女性社員 17 名 

R6 12月 8日(日) 知ってて安心あなたを守る護身術 

森山奈央美 

（東京都生活文化スポーツ

局治安対策課派遣講師） 

日古流護身術のみなさま 

46 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の事業実施予定 

○例年と同様に、講座の開講を予定しています。また、講座の開催回数を２回に増やす予定です。 

  

【
（講義の様子） 

【（
（護身術（実践）の様子） 
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◆相談事業 

概要 

○男女平等推進センターの相談事業として、一般相談・DV相談・性的マイノリティ専門相談、法律相談

を実施しています。専門の相談員が日々の暮らしの中で抱えるさまざまな悩みについて相談を受けて

います。 

 

相談受付件数 

※R６年度は、12月末時点の相談件数。 

 

相談窓口の周知方法 

・区ホームページへの掲載 

・男女平等推進センターの相談窓口案内リーフレットの配布 

・DV防止啓発カード等の配布 

・ポスター掲示 

・パネル展示  等 

 

令和７年度の事業実施予定 

○令和７年度から、一般相談・DV相談については、毎週水曜日は夜８時まで相談が可能となるよう相談

時間を拡充します。 

○相談時間変更に合わせ、性別等に関わらず相談できることが分かりやすくなるよう、男女平等推進セ

ンターの相談窓口案内のリーフレットのデザインを改訂します。 

 

 相談内容 

相談件数 

R4年度 R5年度 
R6年度

※ 

一般相談 
夫婦・家族の問題、恋愛、結婚、セクハ

ラ、性暴力、自分自身の生き方等 
751 664 563 

DV相談 
配偶者やパートナー、交際相手等からの 

暴力に関する悩み等 
605 673 562 

法律相談 
離婚、養育費、財産分与等 

（女性弁護士による法律相談） 
72 95 78 

性的マイノリティ

専門相談 

性自認・性的指向に関するさまざまな悩み

や不安等 
 9 5 


